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滋賀県信用保証協会をご利用いただいていない
中小企業の皆様を対象に、
必要資金の調達を
信用保証料率の一部軽減や
迅速な対応で応援します。

滋賀県信用保証協会をご利用いただいていない
中小企業の皆様を対象に、
必要資金の調達を
信用保証料率の一部軽減や
迅速な対応で応援します。

次の全ての要件を満たす中小企業者
（1） 一般保証が利用できること
（2） 平成24年3月30日から保証申込まで当協会の保証

債務残高がないこと
（3） 平成23年4月1日から平成24年3月29日までの間、

当協会の事故報告受付先ではなかったこと
（4） 申込時点で当協会に求償権残高がないこと

申込人資格要件

保証金額 3,000万円

返済方法 返済期間1年超の分割返済

保証期間 原則、運転10年以内、設備15年以内
（据置1年以内）

担 保 必要に応じて

実施期間 平成24年6月4日から平成25年3月29日まで

保 証 人 原則、法人代表者以外不要

保証料率 CRD・5カテゴリー以上を対象として、
一般保証料率に比べ一律0.1％の軽減

貸付形式 証書貸付

※但し、5カテゴリーの内、次の場合は1.15%
 ・ 個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務
を課せられていないものであって貸借対照表及び損益計算書がないもの
 ・ 事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書のないもの
 ・ 同一の事業を営む複数のものであって金融機関からの借入に係る連帯債務を負担す
るもの
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平成 24 年 6 月 4 日より
取扱開始しました！！
















